
報告第４号

　　　令和３年度白岡市水道事業会計繰越計算書の報告について

　地方公営企業法（昭和２７年法第２９２号）第２６条第３項の規定により、下記のとおり報告する。

（単位：円）
翌年度繰
越額に係
る繰越を
要するた
な卸資産
の購入限
度額　　

１資本
的支出

１建設
改良費

高岩浄水場
改修設計業
務委託

16,000,000 14,850,000 14,850,000 1,150,000
仕様の調整に
時間を要した
ため

１資本
的支出

１建設
改良費

水道料金シ
ステム更改
業務委託

24,420,000 18,843,000 2,475,000 2,475,000 3,102,000

下水道使用料
改定に伴う改
修業務につい
て繰越しをし
たため

40,420,000 18,843,000 17,325,000 17,325,000 4,252,000

　　令和４年６月２日提出
白岡市長　藤井　栄一郎

合 計

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

記

令和３年度白岡市水道事業会計繰越計算書

左の財源内訳

不用額 説　　明
企業債

予　算
計上額

支払義務
発 生 額

翌年度
繰越額

款 項
国庫補助金

損益勘定
留保資金

事業名


